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もみじ公園集会所運営細則    

第１条（目的） 

この細則は梅美台４丁目・５丁目・６丁目の自治会会員（以下会員という）の共有施設であるもみじ公園集

会所（以下集会所という）の、管理運営規則第１１条に定める集会所管理運営及び、利用に必要な具体的取

り扱い事項を定めることを目的とする。  

第２条（管理運営） 

平成２９年１１月１日付けで行政と締結した、もみじ公園集会所使用貸借契約書（以下覚書という）のもと、各

自治会傘下に管理運営委員会（以下運営委員会という）を設けて、具体的管理運営に当たる。 

第３条（管理運営費） 

集会所の管理運営費は、各自治会よりの拠出金、集会所利用料、叉は寄付金、その他の収入をもって充て

る。 

２、各自治会からの拠出金額は,初期費用として年額８万円を各々拠出し、２年目以降については、集会所運

営収支状況の推移により、運営委員会で審議し各自治会役員会に稟議し決定する。 

３、運営費には軽微な施設補修、備品の整備補充費用等を含むが、風水害（自然災害を含む）等による大規

模の損害や、隣接外部からの衝撃等が原因で発生しうる損害等については、当運営規則施行後の緊急

懸案事項として、各自治会役員会並びに運営委員会に於いて集会所単独の損害保険等の設定を含め

て、審議決定を行なわなければならない、但し火災による損害は、施設所有権者の木津川市が整える

補償制度を以ってこれを充てる。 

４，長期修繕積立金については、運営費以外に、各自治会が年間１５万円ずつ負担、別会計にて管理し、経年

劣化等にかかる大規模修繕費にあてるものとする。 

第４条（運営委員会の構成） 

運営委員会は以下の役員を置く、又役員の任期は原則１年間とし再任を妨げない。 

１） 委 員 長 １名  ： 運営委員会を代表し管理責任者として運営委員会を統括する。 また利用申込

時の空室状況等を確認し一元管理を行う 

２） 副委員長 ２名  ： 委員長を補佐し必要な場合に委員長職を代行する 

３） 会  計 １名  ： 会計全般を担当し予算案、決算に関する報告書案等を作成する 

            （各自治会選出の委員が交互にその任に当たる） 

４） 会計監査 ２名 ： 会計監査を担当し、決算報告書等の監査を実施し、その結果の報告を行う（各自

治会選出の委員が交互にその任に当たる） 

５） 鍵管理者 ６名  ： 各自治会長３名及び運営委員がその任にあたるが、自治会により別途鍵管理者

を選任することも可） 

２、規則第２条より選出された委員は、運営委員会の互選で各役員を選任し、各自治会役員会の承認を得る

こと。 

第５条（運営委員会の処理事項） 

運営委員会は以下の各号に掲げる集会所管理運営に関する事項を処理する。 

１） 集会所設立目的に適う管理運営規則、関係細則、各種様式等を適宜整備する事項 

２） 管理運営体制を固め、具体的な管理運営委員会務を推進し、制度の定着化を図る事項 

３） 利用受付、及び許可（承認）に関する事項 
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４） 利用料の徴収、及び維持管理の適切な執行に関する事項 

５） 集会所の建物、備品などの定期的な点検、及びこれらの修復、補充に関する事項 

６） 集会所の周囲、室内の美化保持、及び清掃などに関する事項 

７） 自治会会員からの利用団体登録の申込や利用申込を調整する事項 

８） 前各号のほか、集会所の適切な維持管理全般に関する事項 

第６条（運営委員会の役員会） 

運営委員会の役員会は３ヶ月に１回の定例会を開催する、その他必要に応じ随時に委員長が召集する。 

 ２、役員の過半数の発議があれば、委員長は速やかに役員会を招集せねばならない。 

 ３、議決はできる限り全会一致（コンセンサス方式）とするが、議論を尽くして尚決しない場合は出席者の過

半数にて決する、同数時は議長（議長不在時は委員長）が決める。 

第７条（重要案件の承認） 

集会所運営に当たり、初期予算、期末決算報告書或は管理運営費等の、多大な変更を要する重要案件に

ついては、各自治会の総会、又はこれに準じ然るべき会議を経て承認となる、万一各自治会または、どこ

かの自治会の同意が得られなかった場合は、これら関係三者による、拡大役員会を開催し調停するもの

とする。 

２、拡大役員会は委員長が各自治会長宛に招集要請を行い、各々の自治会役員を招集する。拡大委員会の

議長は出席役員中より選出し、議案提案は委員長が行い、議決は出席者の過半数で決し、同数時は議長

裁定にて決す。 

第８条（利用目的・用途） 

主な利用目的・用途は概ね以下の通りとする。 

１）木津川市及び類した公官庁が、自治会住民の便宜供与を目的に行う各種の啓発活動、説明会等に使う

こと 

２）各自治会並びに、集会所運営委員会が行う総会、役員会及びこれに類した、地域の横断的な市公認団

体等の集会や各種事業活動に使うこと 

  ３）各自治会会員（子供会を含む）及び委員会に登録した、自治会会員のサークル団体の各種活動の場を

提供すること 

４）各自治会以外の、他自治会や自治会設立の為の団体に対し、便宜供与すること 

５）運営委員会の許可条件を満たしている、各自治会以外の各種団体へ便宜供与すること 

第９条（利用申込みと諸手続き） 

 集会所を利用する場合は、利用申込書に必要事項を記入し委員長に提出する。 利用許可連絡を受けた

後、利用料金を支払い承認書兼利用料金受領書・鍵・及び利用後に提出する点検表兼利用報告書を受取

ること 

 ２、利用申込みは、使用日３ヶ月前から受け付ける。また利用申込書は遅くとも１０日前までに提出するもの

とする。         

 ３、利用後は速やかに鍵と、点検表兼利用報告書を添えて鍵管理者に返還すること。 
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第１０条（利用料金） 

集会所の利用料金は、次の通りとする。           （単位：円/４時間） 

 多目的ホール 和室又は調理室 

自治会会員 非会員 自治会会員 非会員 

午前９時～午後５時 １０００ ３０００ ５００ １５００ 

午後５時～午後９時 １５００ ４５００ ６００ １８００ 

１） 利用料金は 多目的ホールと調理室＆和室は別料金とする（上記利用料金表を参照） 

多目的ホールをパーテーションで区切り、別々のグループが同時に使用する場合は、各々半額を徴収する。 

空調設備を使用する場合はコインタイマーによる１時間１００円の使用料が発生する 

２） 調理室は会議室を兼ねる。 

３） 利用料金は、４時間単位の使用料とし、金額は時間帯により上記料金表による。 

４） 木津川市、類した官公庁、公共組織（学校等）地域長が自治会員への便利供与目的で利用の場合は、原則利用料金を

免除する。 

５） 自治会役員会や自治会関係の集会・会議及び自治会傘下の子供会についても利用料金は免除する。 

6） 非自治会員については、非会員料金を徴収する。会員が申込者であっても、半数以上が非会員の場合は、非会員料金

とする。 

７） その他止むを得ない理由で、近隣自治会等に集会所利用を認める場合の、利用料金は非会員の欄を適用する 

８） 多目的ホールは原則として飲食禁止とする。 

第１１条（利用料の返還） 

利用料は申込みの時点で発生し、納付された利用料は原則として返還しないものとする 

但し次の各号の一つに該当する場合は、その全額又は一部を返還することができる。 

１） 利用者の責めによらない事由により利用することが出来なくなった場合 

２） 規則第７条の２項により、委員長が必要と認める会議等止むを得ない行事が重複した場合                                                    

３） 利用前日までに、利用許可の取消しの申し出を受け、委員長が相当の事由があると認めた場合 

第１２条（定期清掃の実施） 

集会所の定期清掃・点検は各自治会の持ち回りにより、毎月２回実施するものとする。 

２、集会所の大掃除は各自治会役員において年１回実施するものとし、実施日・実施内容等の具体的な実施

方法は、委員会で決定する。 

３、各自治会員有志の、ボランティア清掃活動については、この限りでない。 

第１３条（細則の改廃） 

 

この細則は運営委員会の決議により、改正又は廃止することができる、但し改廃に当たっては各自治会

役員会の承認を得ること。 

（附 則） 

① この細則は、各自治会の役員会の承認を以って２０１７年 11月１日より施行する。 


